
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

【農産物加工推進事業】 

 ■農産物の加工に要する加工機械整備費 

➡補助対象経費の２分の１以内の額を補助します 

  ※送料及び諸経費等は補助対象外 

【農産物販売促進事業】 

 ■農産物の販売促進に係る資材費用 

 ■農産物の販売促進資材作成に係る版代 

➡補助対象経費の３分の１以内の額を補助します 

  ※送料及び諸経費等は補助対象外 

■農業協同組合／■農業法人（農事組合法人等） 

■生産者３戸以上を含む組織団体／■市内農産物直売所 

※市内在住であること。農業協同組合以外の者は市税を滞納していないこと。 

■スライサー、ミキサー等の加工用機械の導入 

■のぼり旗の作成／■販促チラシの作成／■パック・箱等の作成 

注１：予算の範囲内での補助となります。予算には限りがありますので、お早めにご相談ください。 

注２：発注や購入の済んだものへの補助はできません。必ず、計画の段階でご相談ください。 

印西市では、市内農産物の地産地消を推進するため、加工から販売までを

支援する補助金を用意しています。ぜひご活用ください。 

お問い合わせ先 
印西市役所 農政課振興係 
TEL  0476-33-4488 E-mail nouseika@city.inzai.chiba.jp 

 

令和７年１２月２５日（木） 

 

 

農産物の加工や販売

を応援します！ 


